
  

「南島原市地下水保全条例改正（案）」への意見募集結果 
 
１．意見募集期間 
 
  令和 ７年１２月１日(月)  ～ 令和 ７年１２月２６日（金） 
 
２．意見募集状況 
  １）応募者数 １件 
  ２）意見件数 ８件 
 
３．意見への対応区分とその件数 
 
対応区分 内  容 件  数 

A 意見を踏まえて素案を補修修正、又は追加記載したもの  

B 事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの １ 

C 既に記載済み・対応済みのもの １ 

D 反映が困難なもの ２ 

E 感情、感想、質問等に対する回答を行ったもの ４ 
 
４．意見の要旨とこれに対する市の考え方 
 

条例改正

（案）の当

該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 対応

区分 

第２条（２） 

井戸の定義

について 

井戸の定義に「自噴井」が書

き加えられていますが、これ

は、例えば内野水源神社やそ

れに類するような湧き水も

この条例の対象になるとい

うことでしょうか？ 
もし、湧き水もこの条例の対

象となり、他の井戸と同じ様

に量水器の設置や採取量の

報告、その他が要求されるの

であれば不都合が多すぎま

す。湧き水もこの条例の対象

とするのであれば、保全以外

の制約については例外とす

るべきと思います。 

「自噴井」は、掘削により「新規

に設置」又は「既存の自噴井（湧

水を含む）を変更（拡張等）」する

ものを想定しております。 
 
 

C 



  

 
４．意見の要旨とこれに対する市の考え方 
計画（案）

の当該箇所 意見の要旨 意見に対する市の考え方 対応

区分 
第８条の２ 

住民説明会

を市長の判

断で省略す

ることが出

来る件 

周辺住民に対して行わない

といけないことになってい

る説明会を、公共の用に供す

る場合又は特別の事情があ

ると市長が認めた場合には

省略することが出来るよう

になっていますが、「特別な

事情」が明確でなく恣意的に

運用される可能性がありま

す。「議会でその内容を精査

し承認する」など、公の場で

判断を示す必要があると思

います。 
 
また、公共の用に供する場合

であっても住民に理解を求

めることは重要で説明会を

省略するべきではなく、この

要件は必要無いと思います。 

地下水採取の計画は、市の諮問機

関である南島原市地下水保全審議

会において、内容を精査した上で

許可の適否を審議することとなり

ます。 
第８条の２ただし書きにより住民

説明会を開催しない場合であって

も審議対象となり、住民説明会開

催の有無や開催不要とした経過を

含め、客観的かつ総合的な見地か

ら精査し判断されます。 
 
また、「公共の用に供する場合」に

ついては、本市も地域住民への丁

寧な説明が必要と考えており、一

連の手続きの中でどのような措置

が取られているか確認してまいり

たいと考えております。 
 
今回いただいたご意見につきまし

ては、条例の運用において適正に

対応してまいります。 

B 

第９条 冒

頭の条件に

ついて 

「第８条の規定により協議

を終了した者」は「第８条お

よび第８条の２の規定によ

り協議を終了した者」とし、

住民説明会も完了している

ことを条件に加えるべきで

す。 

南島原市地下水保全審議会におい

て、事前協議及び住民説明会の状

況等を含めて許可の適否を審議す

るため、許可申請の条件に加える

必要はないと考えております。 

E 



  

第 11 条第 2
項 許可要

件について 

井戸が外国の管理とならな

いように、申請者は日本人で

あることを許可要件に加え

てください。（申請者が法人

の場合には日本国の法人で

かつ代表が日本人であるこ

と） 

ご指摘の箇所は今回改正すること

としておりませんでした。 
ご意見の内容については、井戸の

管理を日本人に限定する立法事実

がないため、条例に書き加えるこ

とは困難と考えております。今後

も国の動向等を注視してまいりま

す。 

D 

第 15 条第 1
項 許可の

継承人につ

いて 

許可を受けた井戸の譲り受

け・相続を受ける継承人には

「日本人に限る」という条件

を追加してください。（水源

を守るため） 

ご指摘の箇所は今回改正すること

としておりませんでした。 
ご意見の内容については、井戸の

管理を日本人に限定する立法事実

がないため、条例に書き加えるこ

とは困難と考えております。今後

も国の動向等を注視してまいりま

す。 

D 

第 16 条 南

島原市地下

水保全審議

会について 

南島原市地下水保全審議会

は地下水保全に係る施策の

審議や井戸の設置・変更の許

可の適否を判断する組織で

ありながら、その委員名簿や

議事録が公開されていない

ブラックボックス審議会で

あり、審議が適正に行われて

いるのか疑義が生じます。委

員名簿と議事録の公開を求

めます。 

ご指摘の箇所は今回改正すること

としておりませんでした。 
ご意見の内容については、南島原

市情報公開条例により対応できる

ものと考えております。 
 

E 

第 18 条 委

員の条件に

ついて 

（1）の知識経験を有する者

の「知識経験」は何に関する

知識や経験かが書かれてお

らず文章として不完全です。

完全な文章で記述してくだ

さい。 
（2）の関係機関の代表者の

「関係機関」が不明です。ど

のような機関かを明示して

ください。 

ご指摘の箇所は今回改正すること

としておりませんでした。 
ご意見の内容については、本条例

や南島原市地下水保全審議会の主

旨や目的（第１条、第１６条）か

ら読み取れるものと考えておりま

す。また、委員の選任にあたって

は、適切な人員の確保に努めてま

いります。 

E 



  

第 21 条第 3
項 審議会

開催に必要

な委員数に

ついて 

第18条では審議会委員は10
人以下としか書かれておら

ず、例えば、委員が 6 人の場

合には、その半数の 3 人で審

議会の開催が可能で、その出

席人数の半数以上、つまり 2
人の意見で結論が出ること

になり、公正な審議はできな

いように思います。審議会開

催の条件は「委員の 8 割より

多い参加」としてはいかがで

しょうか？ この場合、委員

数が 5 人以下の場合は全員

参加、6 人〜10 人の場合に

は欠席 1 名までとなります。 

ご指摘の箇所は今回改正すること

としておりませんでした。 
ご意見の内容については、南島原

市地下水保全審議会の運営が困難

になることも懸念されますので、

今後の参考とさせていただきなが

ら、公正な地下水保全審議会の設

置・運営に努めてまいりたいと考

えております。 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


